
(そ の 1)

収 支 報 告 書
※該当箇所に υ すること

(ふ り が な )      りっけんみんじゅとうふくおかけんだいじゅっくそうしぶ

1政 治 団 体 の 名 称 立憲民主党福岡県第10区総支部 ′

=〒
: 802-0072

2主たる事務所の所在地 北九州市小倉北区東篠崎1丁 目4-lTAKAビル片野201′

3代 表 者 の 氏 名 城 井 崇

4会 計責任者の氏名 緒方 文則 活 動 区 域 の 区 分

□ 2以上の都道府県の区域等

匹〕同一の都道府県の区域内 ´5令 和 5 年分

* 団 体 コ ー ド

前 年 繰 越 額 ¥704,751

国会議員関係政治団体の区分

政治資金規正法第 19条の7第 1項第 1

号に係る国会議員関係政治団体 ′

政治資金規正法第19条の7第 1項第2

号に係る国会議員関係政治団体

城井 崇公職の候補
者の氏名

公職の種類 衆議院議員 (現職)/

レ

事務担当者の氏名 早見 はるみ

電話番号  093-941-7767

(※ )国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

平成 年

年

月

月

日 から

日 まで平成

政 治 団 体 の 区 分

□ 政            党

匹l政 党 の 支 部

□ 政 治 資 金 団 体

□ 政 治 資 金 規 正 法 第 18条 の 2

第 1項 の 規 定 に よ る 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部
受

19…64=

資金管理団体の指定の有無

¬″―

綱
缶

公職の種類

資金管理団体
の届 出を した

(現・候 )

レ

資金管理団体の指定の期間

平成

平成

年

年

月

月

日 から

日 まで



全国団体用
(そ の 2)

収 支 の 状 況
1 収支の総括表

2 収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金   額 ″α
"θ員  数 (党費又は会費を納入した人の数) 694人

(2)寄 附

ア 寄附 (イ を除く。)の区分 金 額 備
ヨた

t́ラ

(ア)個 人 か ら の 寄 附 こθ55′ θθの
(う ち 特 定 寄 附 )

(イ)法 人 そ の 他 の 団 体 か らの 寄 附 ,25θ
′θθa

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附 θδθフθθ(`1)

ノ」ヽ 言十   (ア)+ (イ)十  (ウ ) のイδ5′ θθθ

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの) θ

イ 政 党 匿 名 寄 附 θ

合  計   (ア  + イ ) 0イδ5′ θθθ

収 入 総 額 ゴこイゴこθ′δ

%イ′π I(前 年 か ら の 繰 越 額 )

fZ 71Cθイσ(本 年 の 収 入 額 )

ゴZ Jδθ′28θ支 出 総 額

ム2イこθlδ翌 年 へ の 繰 越 額



(そ の 5)

(注)同一本部 。支部からの交付金は 「名寄せ」して年月

日順に記載 し、「計」を入れて下さい。

(5)本部又は支部から供与された交付金に係る収入

交付金を供与した本部又は支部の名称 金 額 年月 日 主たる事務所の所在地 備  考

立憲民主党 2σθα θθθ 令 和 5。 4.21 東京都千代田区永田町1-11-1三宅坂ビル

立憲民主党 25θのθθθ 令和5。 7.21 東京都千代田区永田町1-11-1三宅坂ビル

立憲民主党 25θαθθθ 令和5。 10。 20 東京都千代田区永田町1-11-1三宅坂ビル

立憲民主党 25θのθθθ 令和5。 12.4 東京都千代田区永田町1-11-1三宅坂ビル

小計 ゴαθθαθθθ/

立憲民主党福岡県総支部連合会 5θのθθθ 令和 5。 3.24 福岡県福岡市博多区千代4-29-50エルビービル3F

立憲民主党福岡県総支部連合会 2θθθ 令和5。 10。 25 福岡県福岡市博多区千代4-29-50エルビービル3F

立憲民主党福岡県総支部連合会 θθ′θイθ 令和5。 11.24 福岡県福岡市博多区千代4-29-50エルビービル3F

小 計 クこ

“

θ/

こ の 頁 の 小 計 ICσどこθイθ

△
口 =↓口 | ゴασイ4∂イθ″



(6)そ の 他 の 収 入

摘 要 金 額 備 考

こ の 頁 の 小 計 θ

1件 10万 円 未 満 の も の σ

∧
口

言↓
口 | σ

(そ の 6)

(注)1件 10万円以上の収入は個別に記載 し、10万円未満の収

入は一括 して記載 して下さい。



(そ の 7) (1,2,3の いずれかに○をつけてください)

(注 1)同一者からの年間5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月日順に記載
し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

(注 3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又
政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の頁に記載して下さい。

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 0個
～

2.法人。その他の団体 3.政治団体

寄附者の氏名 (又は名称 ) 金 額 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職 業 |(又は代表者の氏名)

′ヨ士 =̈14
υ円ン

'ラ

城井 崇 σθα θθθ 令和5.1.25 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 2θαθθθ 令和5.1.26 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 Jθα θθθ 令和5.1.30 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 σθαθθθ 令和5.1.31 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 5θα θθθ 令和5。 2.9 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 イθα θθθ 令和5.2.15 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 σθのθθθ 令和5.2.21 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 σθαθθθ 令和5.2.27 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 σθαθθθ 令和5.2.28 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 Jθα θθθ 令和5.3。 1 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 5θのθθθ 令和5.3.20 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 Jθのθθθ 令和5.3.22 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 2θαθθθ 令和5.3.24 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

城井 崇 σσ′θθθ 令和5.3.28 福岡県北九州市小倉南区上石田2-21-18 衆議院議員

こ の 頁 の 小 計 4θ55′ θθθ′

そ の 他 の 寄 附 θ

∧
口

上

―
三

ロ こ∂55′ θθの



(そ の 7) (1,2,3の いずれかに○をつけてください)

(注 1)同一者からの年間5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月日順に記載
し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

(注 3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又
政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の頁に記載して下さい。

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 1.個人 (フ片
人。その他の団体 3.政治団体

寄附者の氏名 (又は名称 ) 金 額 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職 業  (又は代表者の氏名) 備 考

閉さわやか倶楽部 ゴα θθθ 令和5■24 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

いさわやか倶楽部 ゴα θθθ 令和5.2.24 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

閉さわやか倶楽部 fOθθθ 令和5.3.24 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

閉さわやか倶楽部 ゴαθθθ 令和5.4.25 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

閉さわやか倶楽部 ICθθθ 令和5.5.24 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

閉さわやか倶楽部 ゴα θθθ 令和5.6.23 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

閉さわやか倶楽部 ゴα θθθ 令和5.7.25 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

欄さわやか倶楽部 Iα θθθ 令和5,8.25 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

閉さわやか倶楽部 Jαθθθ 令 和 5.9.25 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

欄さわやか倶楽部 ゴαθθθ 令和5.10.24 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

閉さわやか倶楽部 ゴαθθθ 令和5.11.24 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

腕さわやか倶楽部 Iα θθθ 令和5.12.25 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 山本武博

こ の 頁 の 小 計 ゴ′θ′θθθ

そ の 他 の 寄 附

〈
口

曇↓
口 l



(そ の 7) (1,2,3の いずれかに○をつけてください)

(注 1)同一者からの年間5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月日順に記載
し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

(注 3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又
政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の頁に記載して下さい。

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分
′
~ヽ

1.個人 健り1去 人・その他の団体 3.政治団体

寄附者の氏名 (又は名称) 金 額 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職 業  (又は代表者の氏名) 備考

同明成堂 fa θθθ 令和5.3.23 福岡県北九州市小倉南区中曽根1-8-54 原 幸司

閣明成堂 ゴαθθθ 令和5.5.31 福岡県北九州市小倉南区中曽根1-8-54 原 幸司

同明成堂 ゴαθθθ 令和5。 8。 1 福岡県北九州市小倉南区中曽根1-8-54 原 幸司

同明成堂 ICθθθ 令和5.10.6 福岡県北九州市小倉南区中曽根1-8-54 原 幸司

同明成堂 faθθθ 令和5.12.5 福岡県北九州市小倉南区中曽根1-8-54 原 幸司

δθ′θθθ′こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附 Zθ′θθθ

∧
口

ヨ↓
口 | 25θ′θθら



(そ の 7) (1,2,3の いずれかに○をつけてください)

(注 1)同一者からの年間5万 円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月 日順に記載
し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

(注 3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又
政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の頁に記載して下さい。

寄附者の区分
′
~ヽ

1.個人 2.法人。その他の団体
こンタ治団体(7)寄 附 の 内 訳

寄附者の氏名 (又は名称 ) 金 額 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職 業 (又は代表者の氏名) 備 考

きいたかし後援会 θα θθθ 令和5.1.31 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 本多秀司

きいたかし後援会 θα θθθ 令和5.2.28 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 本多秀司

きいたかし後援会 θα θθθ 令和5.3.31 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 本多秀司

きいたかし後援会 θαθθθ 令和5.4.30 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 本多秀司

θのθθθ 令和5.5.31 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 緒方文則きいたかし後援会

θのθθθ 令和5.6.30 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 緒方文則きいたかし後援会

令和5.7.31 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 緒方文則きいたかし後援会 θα θθθ

きいたかし後援会 θのθθθ 令和5.8.31 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 緒方文則

θαθθθ 令和5.9.30 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 緒方文則きいたかし後援会

θのθθθ 令和5.10.31 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 緒方文則きいたかし後援会

θのθθθ 令和5.11.30 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 緒方文則きいたかし後援会

緒方文則きいたかし後援会 θのθθθ 令和5.12.31 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201

こ の 頁 の 小 計 θδθ′θθθ′

θそ の 他 の 寄 附

△
口

ヨ↓
口 | θδθ′θθθ″



(1)支 出 の 総 括 表

項
ロ
ロ 金 額 備

量ム
/弓

1 経

(1)人
常 経 費

費件 2θθσ′σδθ

(2)光 熱 水 費 イゴ872θ

(3)備 品 消 耗 品 費 ゴ′∂ゴaσθ2
(4)事 務 所 費 4θθθ′Zθ2 /

小
言↓
口 | 925θ′55θ

2   i政

(1)組
治  活

織  活

動

動

費

費 Zθイ′2Zθ /

(2)選 挙 関 係 費 ″2クθ /

(3) 機関紙誌の発行その他の事業費 ι θθ2′ ∂ゴイ ア～工 の計
′

´  ´      ~‐ .

θ

ι θθ2′ ∂ゴイ

θ

θ

(4)調 査 研 究 費 θ

(5)寄 附 交 付 金 ιθθフ′θθθ/

(6)そ の 他 の 経 費 θ

小
言■
口 : zθゴ,727

△
rコ

ヨ斗
口 : ゴZゴδり′28θ

(そ の13)

3 支 出項 目別金額 の内訳

全 国団体用

ア 機 関紙誌 の発行事業費

イ 宣 伝 事 業 費

ゥ 政治資金パーティー開催事業費

そ の 他 の 事 業 費コニ



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に

係る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
※ 「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

項 目名を記載する

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 光熱水費 ( 光熱水費   )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

電気料金 θθ′δθθ令和5。 1.11 九州電力閉 / 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 19イσI′ 令和5。 1.12 九州電力閉′ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 θθ′θl τ令和5.2.8 九州電力閉′ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ゴこθθσ令和5.2.9 九州電力い′ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 24δフイ令和5.3.8 九州電力欄 ´ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82/

電気料金 ゴ457ビ 令和5。 3。 9 九州電力閉 / 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金

“
′θη ,a^fras.+.7 九州電力欄

/
福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-84

電気料金 ゴδ′ゴθδ令和5。 4.19 九州電力脚 / 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82/

電気料金 ″′θイZ 令和 5。 5。 11 九州電力m/ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82″

電気料金 Ia I14 令和5。 5.12 九州電力閉 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ゴαδZθ′令和5,6.z 九州電力閉 ′ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ゴ4 θδθ 令和5.6.8 九州電力閉′ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82′

電気料金 ヱ21θ2 令和5。 7.7 九州電力閉 / 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ゴこσイα令和5.7。 10 九州電力Ⅲ′ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82/

電気料金 Iδ′Iθθ 令和5。 8。 7 九州電力脚 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

こ の 頁 の 小 計 ′ZゴゴZ
そ の 他 の 支 出

△     ヨ↓
ロ     ロ l



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に

※

る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

目名を記載する

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 光熱水費/ ( 光熱水費   )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

電気料金 ゴ易ゴθく令和5。 8。 9
九州電力閉 / 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ゴ92りZ 令和5.9。 8 九州電力m/ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-87

電気料金 ゴ4ゴδθ令和5。 9。 11 九州電力Ⅲ / 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ゴこθゴイ令和5.10.19 九州電力Ⅲ′ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ヱ2,πηf,fns.to.t1 九州電力閉 / 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-8o

電気料金 ゴゴ′ノイこ令和5。 11.8 九州電力脚′ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-8o

電気料金 ゴ2δヱθ令和5。 11。 9 九州電力欄/ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 Iの 2フθ令和5。 12.7 九州電力脚′ 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 Iθ′θθθ 令和5。 12.7 九州電力側 / 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

こ の 頁 の 小 計 ゴ2Zイ Zθ

そ の 他 の 支 出 12ゴ2フ

∧     二■
ロ     ロ | イヱθ′ηら



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に

※

る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

目名を記載する

件

し
１
だ

※

た

5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写 しを添付すること。
「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品・消耗品費/  ( 備品費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

工具 125θα令和5.11.10 閉ナフコ小倉南店ワークステーション
/

福岡県北九州市小倉南区上葛原1-16-1

こ の 頁 の 小 計 ゴ2 σθα

そ の 他 の 支 出 θ

△     ≡↓
ロ     ロ | 125θθ



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に
る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

項目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品・消耗品費′  ( 消耗品費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

資材代 ゴゴ′2りδ″令和5。 1.Q 閉ナフコ小倉南店ワークステーション 福岡県北九州市小倉南区上高原1-16-1

事務用品 鋭 %J 令和5。 1憚 兵庫暴神戸市中央区江戸町93′

油代 Zク′θθα令和5■ 31 閣野口石油片野給油所 ′ 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13号

油代 ″)Zδイ令和5.2.28 同野口石油片野給油所 / 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13t′

事務用品 θイ′,7 令和 5。 3.8 閣ワン・トゥ。ワン
/ 兵庫県神戸市中央区江戸町93′

封筒代 ′δ′イθα令和5。 3.29 欄ケイエス企画/ 福岡県田川郡大任町今任原4139-60

名刺作成 θσ′2θC 令和 5。 3.28 閉ケイエス企画′ 福岡県田川郡大任町今任原4139-60

油代 7ZイZθ 令和5。 3.31 同野口石油片野給油所′ 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13号

事務用品 2cttδδσ iffas.+.zE 同ワン・トゥ。ワン/ 兵庫県神戸市中央区江戸町93/

油代 鋭 %τ 令和5.4.28 閣野口石油片野給油所/ 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13号

油代 δど′ゴθ7 f fns.s.s; 同野口石油片野給油所 ′ 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13ラ

事務用品 22,θゴ易令和 5。 6.27 同ワン・トゥ。ワィ 兵庫県神戸市中央区江戸町93/

油代 θZδθα令和5。 6.39 閣野口石油片野給油所 / 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13号

油代 % J17 fifins.t.z7 閣野口石油片野給油所/ 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番132

事務用品 Iこθィa 令和5.8.25 閣ワン・トゥ。ワン
/ 兵庫県神戸市中央区江戸町93/

こ の 頁 の 小 計 Zθくイθθ/

そ の 他 の 支 出

∧
口 計

ハワン・トウ。ワろ



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に

※

る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの
目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品・消耗品費′  ( 消耗品費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

油代 ZIC tfns.s.a9 同野口石油片野給油所 ′ 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13号

油代 θ勇∂フσ令和5。 9。 29 同野口石油片野給油所 / 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13ぅ

事務用品 ゴaIィ4 令和5.10.25 閣ワン・トゥ。ワン
/ 兵庫県神戸市中央区江戸町93/

油代 θZθイ2 令和5。 10.3ヌ 閣野口石油/ 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13号′

封筒作成 ゴZδθθ令和5.11.27 閉西部九広 ′ 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁 目6番 16号′

油代 % θθθ 令和5.11.30 同野口石油/ 福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14番 13号

事務用品 ゴαゴθα令和 5。 12.26 同ワン・トゥ。ワン/ 兵庫県神戸市中央区江戸町93/

ピュアウォーター 12θIZ 令和5.12.26 閉ピュアクレール/ 福岡県北九州市小倉北区西港町99-多

油代 冤 ″ σ令和5.12.27 閣野口石油
/

福岡県北九州市小倉北区片野3丁 目14-13
/

こ の 頁 の 小 計 イ5θ′θIC

そ の 他 の 支 出 θθZ21θイ
△     =↓
ロ     ロ | ′′イθtθσ2/



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に

※

る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品・消耗品費 ′  ( 定期購読料 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

こ の 頁 の 小 計 θ

そ の 他 の 支 出 θθ4 θθθ
△     =■
口
.    

口 l θθイ′θθθ



(そ の 14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に
る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

項目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載し、その領収証等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費/  ( 賃借料 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

家賃 Iδ(電 θ2θ 令和5。 1。 27 閉北九州地域開発 / 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1号
/

複合機 リース料 26θθ2 令和5。 1。 3し 欄ニチベイエレクトロニクス/ 福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番3号

家賃 ゴ(働らθ2θ/ 令和5。 2.27 欄北九州地域開発′ 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1号

複合機 リース料 22′ θゴα令和5。 2.28/ 閉ニチベイエレクトロニクス
/

福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番3号

家賃 ・Iaらθ2θ′令和5.3.27 閉北九州地域開発/ 福岡県北九州市小倉南・区下曽根新町10番 1号

複合機 リース料 ″′″α/t>^ffas.l.za. 閉ニチベイエレクトロニクろ 福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番3号
/

複合機 リース料 イ易θイ2/ 令和5.4.25 ffi=7,s4tv)lv=)Zr 福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番3号

家賃 ゴδδ′θ2θ
,t>^fns.+.zt 閉北九州地域開発 / 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1号

家賃 ゴδδ′θ2α 令和 5。 5。 29 閉北九州地域開発 / 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 l■

複合機 リース料 鋭 θZθ 令́和5。 5。 39 閉ニチベイエレクトロニクス
/ 福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番3号

複合機 リース料 θ25δθノ令和5.6.27 閉ニチベイエレクトロニクス
/ 福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番3号

家賃 ゴ

“
"θ

/
令和5。 6.27 欄北九州地域開発/ 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1号′

複合機 リース料 22′ θZθ/
令和5.7.26 欄ニチベイエレクトロニクス

/ 福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番3ぅ

家賃 κ l“2θ/ 令和5。 7.27 欄北九州地域開発/ 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1-っ

複合機 リース料 III′ イグ,7 令和 5。 8。 25 閉ニチベイエレクトロニクス
/

福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番 3号

こ の 頁 の 小 計 ムイθαθイ2′

そ の 他 の 支 出

△     ≡上
回
.    

口 |



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に

※

る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費   ( 賃借料 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

家賃 ノ

“
"θ

/ 令和5。 8.2, 閉北九州地域開発 / 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1号

複合機 リース料 ゴθ′Zθ5/ 令和5。 9。 29 閉ニチベイエレクトロニクス/ 福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番3号

家賃 ゴδαθ2θ/ 令和5。 9。 27 閉北九州地域開発 / 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1号
ン

複合機 リース料 ゴこθどこ令和5.10.26 閉ニチベイエレクトロニクス
/

福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番3ぅ

こ
=イ

壬
多ケ(´員 ゴ

“
"θ

/ 令 和 5.10.27 欄北九州地域開発 / 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1号

複合機 リース料 ゴZ∂2δ 令和5.11.2今 閉ニチベイエレクトロニクろ 福岡県北九州市小倉北区清水4丁 目7番 3-ラ

家賃 ゴ

“

″θ令和5.11.ソ 閉北九州地域開発/ 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1号
/

複合機 リース料 25′θθτ令和5.12.26 脚ニチベイエレクトロニクろ 福岡県」り九州市小倉北区清水4丁 目7番3ラ

家賃 ゴ

“
"α

令和5,12.27 閉北九州地域開発
/

福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10番 1号

こ の 頁 の 小 計 θI Zヱθり
/

そ の 他 の 支 出 θ2′ イθθ

△
口 計 2イθθ′Jイイ

/



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に
る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

項目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ́ ( 造作修繕費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

車検費用 25イ′θθθ 令和5。 9.28′ 北九州 日産モーター閉 /
福岡県北九州市人幡西区穴生3丁 目10番 24号

/

こ の 頁 の 小 計 25イ′θθα
そ の 他 の 支 出 θ

△     彗上
ロ     ロ | 25イ′θθθ/



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に

※

る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの
目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費′  ( 通信費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

電話代 25′ δイι令和5。 1.16 NTTTr4tY^ffit 東京都港区港南1-2-70/

電話代 ゴ25θの令和5。 2.1ヮ NTT7r4-fY7ffi, 東京都港区港南1-2-70/

電話代 20δフイ令和5。 2.17 NTT7r4-f>zffi , 東京都港区港南1-2-70

電話代 2ゴ′θlθ f^fas.z.zq NTTファイナンス側 ′ 東京都港区港南1-2-70

郵便代 I′αノイαf fns.a. t 1 ヤマト運輸閉 / 東京都中央区銀座2丁 目16番 10号

郵便代 ゴ易θσδ 令和5。 3.15 日本郵便閉 / 東京都千代田区大手町2-3-1/

電話代 ノイ′55, 6fns.s. tg NTTファイナンス(株) 東京都港区港南 1-2-70′

郵便代 θθ′θIZ f fns.:.t0, 日本郵便閉 / 東京都千代田区大手町2-3-1′

電話代 ″′
"α

令和5。 3.29 NTT7r4-f>zW) , 東京都港区港南1-2-70´

郵便代 ゴδθ′θθθ令和5。 4。 17 ディックスーm/ 福岡県北九州市 l倉北区東
可 琲

1番 17号

電話代 ゴσ′σθg/ 令和5.4.17 NTT7r4-f>^w) , 東京都港区港南1-2-70/

電話代 ゴσ′ηθ lr.^fss.+.n, NTT=i== i*va>Affi) ネ京都千代田区大手町2-3-1/

電話代 ′θ,7[フ
″

4
/a.tras.+.zg NTTファイナンス欄 / 東京都港区港南1-2-70/

電話代 θ4122 令和5.5。 1ラ NTTコ ミュニケーションズ閉 東京都千代田区大手町2-3-1/

電話代 22′ δゴι令和5.5.12 NTTファイナンス(襴/ 東京都港区港南1-2-70/

こ の 頁 の 小 計 δ20θイτ
そ の 他 の 支 出

∧     ヨ■
匡:     口 |



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に
る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

項 目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費   ( 通信費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

電話代 20θθ2 令和5.5。 31 NTTTr4t>^W) r 東京都港区港南1-2-70′

電話代 ヱこδ65 令和5.6.1ラ NTTTr4t>^w), 東京都港区港南1-2-70/

電話代 イ易δθ2/ 令和5.6.15 NTTコミュニケーションバ閉 東京都千代田区大手町2-3-1/

電話代 207イフ令和5.6.2ァ NTTファイナンス欄 東京都港区港南1-2-70/

電話代 ゴム 令和5。 7.lo NTT=i==f*ve>Affi, 東京都千代田区大手町2-3-)

電話代 ゴこθθC /e^tras.t.fi NTT7r4tY7ffi, 東京都港区港南1-2-70′

電話代 ′θ′θ77 ifas.t.zq NTTファイナンス欄′ 東京都港区港南1-2-70

電話代 Iこ Zθι令和5.8。 15 NTTTr4t>zffi), 東京都港区港南1-2-70/

電話代 ″ Zθθ /a.tras.s.ztr NTTTr4t>2ffi, 東京都港区港南1-2-70/

電話代 ノイ′2S2 令和5.9.15 NTTファイナンス側/ 東京都港区港南1-2-70/

電話代 Zゴ% /a^ffas.g.za NTTTr4t>2ffi , 東京都港区港南1-2-70/

サーバー使用料 θθ′ゴ74 令和5。 9。 26 ヲーパッz
′口 【フ

福岡県久留米市津福本曖
啜興勇

226

電話代 ゴこθδ2/ 令和5.10.19 NTTファイナンス閉 /

‐｀
ヽ ノ

東京都港区港南1-2-70て
″

電話代 2ゴ′θ26 令和5.10.25 NTTTr4t>2ffi , 東京都港区港南1-2-70

電話代 Iこ θδあ令和5.11.1ラ NTTファイナンス閉 東京都港区港南1-2-70

こ の 頁 の 小 計 θθθ′

そ の 他 の 支 出

∧     言↓
ロ     ロ |



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に

る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
※ 「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

項 目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載し、その領収証等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費   ( 通信費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

電話代 ″ θイI 令和5.11.28 NTTTr4tY^W), 東京都港区港南1-2-70

電話代 ゴa zθ z 令和5.12.15 NTT714)'Y7W), 東京都港区港南1-2-70/

電話代 2θ′θイτ令和5.12.29 NTTファイナンス側
/

東京都港区港南1-2-70`

こ の 頁 の 小 計 σZイθσ
そ の 他 の 支 出 ゴ2S′ θθθ

∧     詈↓
口

・    口 l ゴ′ゴゴ4 δθ2/



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に
る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

項目名を記載する

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費′  ( 事務管理費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

掃除代金 σσ′θθ0 令和5.1.1) 北九ベストサービス/ 福岡県北九州市小倉北区金田2丁 目1-32-20シ

保険料 14ゴ″ 令和5。 1.29 損害保険ジャパン閉/ 東京都新宿区西新宿1-26-1/

保険料 Iイ′ゴδθ/
/a.tas.z.z7 損害保険ジャパン(抑/ 東京都新宿区西新宿1-26-1/

保険料 14ゴ″ 令和5。 3.27 損害保険ジャパン閉 / 東京都新宿区西新宿1-26-1/

保険料 ゴ4ゴ 令和5。 4.29 損害保険ジャパン欄
∠

東京都新宿区西新宿1-26-1/

保険料 ゴ4 ヱδθ 令和5.5.26 損害保険ジャパン側 / 東京都新宿区西新宿1-26-1/

自動車税 盤
"θ

tfns.s.a1 福岡県北九州東県税事務万 福岡県北九州市小倉北区城内7番 8号

自動車税 θθ′δθα4-fns.s.e1 福岡県北九州東県税事務所 福岡県北九州市小倉北区城内7番8ぅ

監査料 ″ 令和 5。 6。 9 山本雅男税理事務所 / 福岡県北九州市小倉北区米町1丁 目1-1

保険料 ゴ4ゴδ0 ie^ffns.o.zE 損害保険ジャパン閉 / 東京都新宿区西新宿1-26-1/

保険料 ノイ′fδθ/ hffns.t.zg 損害保険ジャパン閉′ 東京都新宿区西新宿 1-26-1/

保険料 ゴイ′ゴδθ/ 令和5.8.26 損害保険ジャパン欄 / 東京都新宿区西新宿1-26-1/

保険料 ゴイ′ゴδθ/ 令和5。 9。 29 損害保険ジャパン側 / 東京都新宿区西新宿1-26-1/

保険料 Iイ′ゴδの令和5.10.29 損害保険ジャパン側 東京都新宿区西新宿1-26-1/

不用品回収処分代 ゴこイθα hffns.tt.z1 ささえあい
/

福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-101

こ の 頁 の 小 計 θイ勇ゴθの
そ の 他 の 支 出

∧
口 計



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に
る人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの

項 目名を記載する

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費   ( 事務管理費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

保険料 ゴ4ゴδθ令和5.11.27 損害保険ジャパンQ 東京都新宿区西新宿1-26-1/

不用品回収処分代 14σθの ,?^tras.tz.s, ささえあい′
L″1「

福岡県北九州市小倉北区東篠崎 1-4-l→
堅曇 “U

「ノ

保険代 ゴ4 ゴδθ 令和5.12.26 損害保険ジャパン{抑/ 東京都新宿区西新宿1-26-1

こ の 頁 の 小 計 イ4 ∂2θ

そ の 他 の 支 出 IイこZθδ

合  計 σ2'′ フリの



(そ の15)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動」中の (1)～ (6)(た だし (3)について
はア～工)のいずれかの項目名を記載し、括弧内については、団体の会計上の整理
に沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載し、個空_

0).t ** すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費 / ( 大会費  )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

会場費 22′ 2θα令和5.5。 1, 公益財団法人北九州観光コンベンション協会
/

福岡県北九州市小倉北区浅野3丁 目8番 1号
/

こ の 頁 の 小 計 ″
"α

そ の 他 の 支 出 45θθ
△
口 計 ′Z ZθC



(そ の15)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動」中の (1)～ (6)(た だし (3)について
はア～工)のいずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理
に沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、個空_

の パ ー す ること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費 ′ ( 旅費交通費  )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

こ の 頁 の 小 計 θ

そ の 他 の 支 出 Zσδ′σ%θ″

∧     =↓
口
.    

口 | Zグδ′σZθ



(そ の15)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動」中の (1)～ (6)(た だし (3)について

はア～工)のいずれかの項目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理
に沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、個室_

σ)パ す ること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 選挙関係費 ′ (  選挙宣伝費   )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

政党ビラ製作費 2ゴ 4イイθ令和5。 4.25 欄西部九広ノ 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁 目16番 16号

確認団体車MC ゴθJ′ θθの令和5。 4.25 加藤昌子 福岡県北九州市人幡西区鷹巣3-3-20

確認団体車運転手 ヱθσ′θθ9 htrns.+.za 森賢太郎/

J́〕

福岡県北九州市人幡西区+上津伴申
5-106

｀ヽ
て タ

こ の 頁 の 小 計 イθδ′イイの

そ の 他 の 支 出 θ(12θθ

合   計 ″2クε



(そ の15)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動」中の (1)～ (6)(た だし (3)について
はア～工)のいずれかの項目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理
に沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、個空_

すること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 宣伝事業費  ( 宣伝広告費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

ポスターデータ制作代 22′ θθθ令和5。 1.10 北九ネット合同会社/ 福岡県北九州市八幡西区相生町1番 18ラ

ポスター製作費 Iσθ′5θの令和5。 2.1ラ 閉ケイエス企画 / 福岡県田川郡大任町今任原4139-60/

DM製作費 ムθδ92θα令和 5。 2.lb 閉ケイエス企画/ 福岡県田川郡大任町今任原4139-60

DM製作費 θθσ′σθα令和 5。 3■ 閉ケイエス企画 / 福岡県 田川郡大任町今任原4139-60

ポスター製作費 2θヱ′θθの令和5.3。 )
閉ケイエス企画/ 福岡県田川郡大任町今任原4139-69

ポスター制作費 IIaσθο令和5。 3.29 閉ケイエス企画 / 福岡県田川郡大任町今任原4139-69

DM製作費 I12′Iイ 令和5。 3.29 閉ネットプロテクションズ
/ 東京都品川区上大崎2-24-9

ポスター製作費 θり′θθα令和5。 5.39 閉ケイエス企画 / 福岡県田川郡大任町今任原4139-60

ポスター印刷代 Iθ2,θθα令和5。 6.27 閉ケイエス企画 ′ 福岡県田川郡大任町今任原4139-69

街宣車部品交換代 δθ′θθの令和5。 7.14 北九州 日産モーター閉 /
福岡県北九州市ノヽ幡西区穴生3丁 目10番 24号

レ

ポスター製作費 ゴδ5′ θθθ令和5。 8.2ヮ 閉ケイエス企画/ 福岡県田川郡大任町今任原4139-60

ポスター部品代 2θ′ゴθαlfns.o.zg 閣北九州包装資材センタヽ
弓 福岡県北九州市小倉北区鋳物師町10番 13号

/

二連のぼ り代 70
′ `L′′2θθ 6fns. rt.2+ 閉ケイエス企画 / 福岡県田川郡大任町今任原4139-6´ 0

ボネクタ利用料金 ゴJθ′どθα令和5.12.26 イチニ閉 / 東京都渋谷区神宣前1-11-11-7月

ポスター印刷代 2θθ′′θの令和5,12.2, 欄ケイエス企画 / 福岡県田川郡大任町今任原4139-60

こ の 頁 の 小 計 4θθ2′ θゴ4
そ の 他 の 支 出 θ

合   計 易θθ2′ θI`



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 寄附・交付金   ( 寄附 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

寄附 ゴθαθθの令和5。 3.20 岩元かずよし後援会/ 福岡県北九州市人幡西区則松6-5-10
/

寄 附 Iθαθθθ令和5.3。 20 山本こういち後援会 / 福岡県北九州市若松区本町3丁 目8-1,

寄 附 af2oθθσ
.a^tras.z.zs, きいたかしを支える会 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1丁 目4-1-201

/

寄附 2SCθθα令 和 5.12.25 きいたかしを支える会 / 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1丁 目4-1-201

こ の 頁 の 小 計 易δθのθθθ

そ の 他 の 支 出 2 θθθ
∧     ヨ↓
ロ     ロ | こδθθ′θθθ

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 2政治活動」中の (1)～ (6)(た だし (3)について
はア～工)のいずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理
に沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、個々

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(そ の17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有
`丑

備
ヨた
ンつ

ア 土 地

′

M

イ 建 物

ノ

M

ウ 建物の所有を 目的 とす る地上権又は土地の賃借権 ご

工 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産

′

図

ュ 預金 (普 通預金及び当座預金を除く。)若 しくは貯金 (普
´ 通貯金を除く。)又 は郵便貯金 (通 常郵便貯金を除く。)

′

画
/

力 金 銭
′
=■

′
|百

■ イ _

百1」 □

/

ビ

キ 有 価 証 券

/

画

ク 出 資 に よ る 権 利 □

ノ

ロ

ケ 貸付先 ごとの残高が100万 円を超 える貸付金
/

M

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金
/

M

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利 □

′

回

シ 借 入 先 ご との残 高 が 100万 円 を超 え る借 入 金

′

回

※有無について1豆|して下さい。 (注)□ が有の場合は 「項目別区分」ごとに (そ の18)が必要です。

□

□



(そ の20)

r彙罰

日 哲
百

童
日

添付書類 (別添のとお り)

領収書等の写し

2 監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。)

政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違ありません。

令和 ι年年月 /7日

政 治 団体 の名 称 立憲民主党福岡県第10区総支部

会計責任者の氏名 緒 先 支具也 だヽ ①
く`〔r_ノ

代 表 者 の 氏 名

(解散時のみ)

①

(注)政治団体の解散に伴う収支報告書 (解散届の解散日の年のみ)には、会計責任者の記名・押印 (又は署名)のほか、代表者の記名。押印 (又は署名)が必要です。


